
１１ＩＥ

Ａ,8“I、リｃ･n

oI

jn製ｎｎｎＷ
Ａ,nIm仲力.､が

資料３

文化審議会著作権分科会
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一般社団法人日本動画協会
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ロッカー型クラウドサービスについて
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■アニメ業界収入の推移（プロダクションの権利収入）（単位/億円）
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１．配信ビジネスの重要'性

※日本動画協会発行「アニメ産業レポート2013」より出典
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･ストリーミング

１回の視聴（データは残らない）
･ＤＬ

認証が必要（時間等の制限）

･ダウンロードレンタル（ﾕ週間）
一言画質で視聴（高単価）
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これまでの事業と同様にユーザーではなく権利者と事業者との

契約で権利処理をすることで充分運用できる 目
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３.アニメユーザーの視聴の親和性

■メディアに合わせてのビジネス

●ビデオカセット（VC）

●レザーディスク（LD）
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■メディアに合わせてのビジネス

８８誤珂思司ＡｍＪ出斤5才今9万字,やも４β

●ビデオ

●レザー

】ざ､，~皿･詞

黙ＡＤＡ
３.アニメユーザーの視聴の親和性
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一ビスにおけるアニメの利用
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5.ロッカー型クラウドサービスが目指していく方向性

※下記の理由から正規のデータが扱われていない

ビデオグラム：コピーガード

放送の録画：ダビング１０
配信：ストリーミング
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現状何らかのサービスを
提供している事例がない

事業者との契約により

正規に配信が行われている
（主にストリーミング）

、

５
ユーザーが安心して利用できるクラウドサービスを実現
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協力した例

■インターネットオークション
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･インターネット侵害品流通防止協議会」（clPP)という組織を立ち上げており、
相互協力の枠組みをつくり、「日本方式」＊,と命名して活動を続けている。

■＝可三一i動i面

■インターネットオークション

･権利者と話合いを行いユーザーの著作権侵害には迅速に対応される一方で、
多くのユーザーが安心して楽しめるサービスとなっている。

*１「日本方式」

１.両者（権利者とオークション事業者）は、互いの立場を十分に尊重した上で、自身の利益のみならず、
何よりも消費者の利益を護るために、共通の敵である権利侵害者に対して協同して立ち向かうべきであるとの
認識に立つこと

Ｚ・権利者は、権利とは自動的に保護されるものではなく、自らエンフオースメントを行うべきであるとの認識に立つこと
３.オークション事業者は、インターネットの健全な発展のために、積極的に知的財産権の保護に努めるべきであるとの

認識に立つこと

４.両者は、対策の推進にあたり、知的財産権を保護する意義と、利用者の営業の自由や通信の秘密が担保されることの
意義を対等に認め、それら両方の価値を殴損しない対応をとるべきであるとの認識に立つこと
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相互協力の枠組みをつくり、「日本方式」＊,と命名して活動を続けている。

1.両者（権利者とオークション事業者）は、互いの立場を十分に尊重した上で、自身の利益のみならず、

4.両者は、対策の推進にあたり、知的財産権を保護する意義と、利用者の営業の自由や通信の秘密が担保されることの
意義を対等に認め、それら両方の価値を殴損しない対応をとるべきであるとの認識に立つこと

認識に立つこと

Z・権利者は、権利とは自動的に保護されるものではなく、自らエンフオースメントを行うべきであるとの認識に立つこと
3.オークション事業者は、インターネットの健全な発展のために、積極的に知的財産権の保護に努めるべきであるとの

認識に立つこと

何よりも消費者の利益を護るために、共通の敵である権利侵害者に対して協同して立ち向かうべきであるとの

協力した例

･権利者と話合いを行いユーザーの著作権侵害には迅速に対応される一方で、

*１「日本方式」

･インターネット侵害品流通防止協議会」（clPP)という組織を立ち上げており、

多くのユーザーが安心して楽しめるサービスとなっている。

四戸司三可動i面


